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仙塩広域都市計画区域の整備、開発及び保全の方針について 

 

宮城県は、仙塩広域都市計画区域において、昭和４５年１２月に、市街化区域及び

市街化調整区域の区域区分を定めており、その後８回の見直しを行っている。 

「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」は、都市計画法第６条の２により都

道府県が定めるもので、都市計画区域について定められる都市計画は、当該方針に即

したものとしなければならない。 

 

１ 区域区分の方針 
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２ 区域区分を変更する場合の方針 

「３．主要な都市計画の決定の方針」に、計画的な市街地整備の見通しがある区

域に関する方針を定めており、「特定保留地区」及び「一般保留地区」を位置づけ

ている。 

（特定保留地区） 

関係機関との一定の調整が完了し、事業を行う位置、目的及び規模が確定している

区域のことで、今後、事業実施が確実となった段階で市街化区域に編入する地区であ

って、下記のとおり位置づけている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（一般保留地区） 

関係機関との調整は完了していないものの、事業を行う必要性と概ねの位置が

決まっている地区のことで、今後具体的な開発計画に加え、その計画に基づく関

係機関との調整が完了した段階で、市街化区域に編入する地区であって、下記の

とおり位置づけている。 
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利府町 唄沢地区 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

土地利用計画図 

凡例 

:市街化区域編入区域 

:市街化区域 

:行政区域 

利府しらかし台ＩＣ 
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仙塩広域都市計画下水道の変更（宮城県決定）
利府町流域関連公共下水道 総括図（汚水）

拡⼤図
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利府町流域関連
公共下⽔道排⽔区域

市 街 化 区 域
⾏ 政 区 域

凡 例

拡大図

利府町

多賀城市

仙台市

■都市計画法
第１５条
次に掲げる都市計画は都道府県が，その他の都市計画は市町村が定める

第５号
⼀の市町村の区域を超える広域の⾒地から決定すべき地域地区として政令で定めるもの⼜は⼀の市町村の区域を超える広域の⾒地から決定

すべき都市施設若しくは根幹的都市施設として政令で定めるものに関する都市計画

■都市計画法施行令
第９条第２項
法第１５条第１項第５号の広域の⾒地から決定すべき都市施設⼜は根幹的都市施設として政令で定めるものは，次に掲げるものとする

第６号
下⽔道法（昭和第３３年法律第７９号）第２条第３号に規定する公共下⽔道で排⽔区域が⼆以上の市町村の区域にわたるもの⼜は同法第２

条第４号に規定する流域下⽔道

公共下⽔道で排⽔区域
が⼆以上の市町村の
区 域 に わ た る も の

宮城県決定
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